
医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

廃
止
年
月
日

児
玉
内
科
医
院

医
療
法
人
児
玉
内

科
医
院

別
府
市
北
浜
三
丁
目
三
番
一
二
号

令

六
・
一
一
・
三
〇

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
薬

局
中
津
店

株
式
会
社
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア

中
津
市
大
字
福
島
字
道
竹
一
〇
五
六
―

二

令

六
・
一
一
・
三
〇

た
て
い
し
薬
局
本

店

有
限
会
社
た
て
い

し
薬
局

別
府
市
荘
園
六
組
サ
ン
ハ
イ
ツ
荘
苑
一

Ｆ

令

六
・
一
二
・

一

阿
部
玉
晨
堂
診
療

所

阿
部

茂
人

別
府
市
山
の
手
町
五
番
三
二
号

令

六
・
一
二
・
二
五

別
府
ト
キ
ハ
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
オ
ム
ニ

ス

別
府
市
北
浜
二
丁
目
九
番
一
号

令

六
・
一
二
・
三
一

ａ
ｎ
調
剤
薬
局
や

ま
な
み
店

有
限
会
社
環

別
府
市
南
立
石
二
四
一
番
一
八

令

六
・
一
二
・
三
一

調
剤
薬
局
石
だ
た

み

有
限
会
社
環

中
津
市
寺
町
九
八
九
番
地
二

令

六
・
一
二
・
三
一

石
田
外
科
医
院

医
療
法
人
石
田
外

科
医
院

佐
伯
市
葛
港
三
八
一
七
番
地
一

令

六
・

四
・
三
〇

中
島
歯
科
医
院

中
島

知
範

宇
佐
市
大
字
四
日
市
一
二
六
七

令

六
・

四
・
三
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
占
用
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

教
育
委
員
会
告
示

県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

県
指
定
天
然
記
念
物
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

人
事
委
員
会
告
示

不
服
申
立
て
事
案
の
却
下
決
定
に
係
る
公
示
送
付
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

水
田
畑
地
化
推
進
基
盤
整
備
事
業
賀
来
中
尾
地
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
本
匠
大
字
山
部
字
古
ヨ
コ
イ
一
七
三
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
ウ
マ
コ
ロ
ビ

一
七
四
番
、
一
八
二
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
ス
ケ
ノ
木
一
七
八
番
か
ら
一
八
〇
番
ま

で
、
一
七
六
番
・
一
七
七
番
・
一
八
一
番
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

字
カ
バ
ノ
塔
一
八
七
番
、
一
八
八
番
、
字
松
ケ
平
一
九
四
番
一
、
一
九
四
番
二

二

指
定
の
目
的

目

次

令

和

七

年

（ 金 曜 日 ）

第
五
九
一
号

三
月
十
四
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

域

豊
後
高
田
市
小
田
原
字
芝
打
四
一
八
番
一
か
ら

豊
後
高
田
市
小
田
原
字
芝
打
四
一
四
番
ま
で

県
道
豊
後
高
田
安
芸
線

豊
後
高
田
市
田
染
横
嶺
字
日
ノ
出
四
〇
番
一
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
横
嶺
字
日
ノ
出
一
〇
三
番
一
ま
で

豊
後
高
田
市
田
染
上
野
字
一
ノ
坪
四
九
三
番
一
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
上
野
字
一
ノ
坪
五
四
八
番
二
ま
で

県
道
豊
後
高
田
国
東
線

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上
前
田
七
二
三
番
三
か
ら

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上
前
田
六
九
八
番
四
ま
で

県
道
臼
杵
津
久
見
線

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
〇
二
番
一
九
か
ら

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
〇
二
番
八
七
ま
で

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
大
寺
浦
一
番
三
九
か
ら

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
水
ケ
浦
一
一
五
番
一
〇
ま
で

県
道
色
宮
港
木
立
線

佐
伯
市
大
字
木
立
字
大
野
四
八
五
八
番
一
地
先
か
ら

佐
伯
市
大
字
木
立
字
新
銅
五
九
二
三
番
一
九
ま
で

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
仁
田
ノ
原
四
〇
五
〇
番
一
五
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
鶴
ヶ
笠
四
〇
四
八
番
三
八
ま
で

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
鶴
ヶ
笠
四
〇
四
八
番
三
五
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
鶴
ヶ
笠
四
〇
四
八
番
二
ま
で

一
般
国
道
四
四
二
号

日
田
市
中
津
江
村
栃
野
字
ウ
ソ
ノ
谷
二
六
一
九
番
四
か
ら

日
田
市
中
津
江
村
栃
野
字
ウ
ソ
ノ
谷
二
六
一
九
番
二
ま
で

日
田
市
中
津
江
村
栃
野
字
泉
水
田
二
五
九
九
番
四
地
内

日
田
市
中
津
江
村
合
瀬
字
広
打
二
三
三
八
番
一
七
地
内

県
道
庄
内
久
住
線

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
小
津
留
一
一
五
〇
番
二
か
ら

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
浦
山
三
〇
四
四
番
一
〇
ま
で

一
般
国
道
三
八
七
号

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
菅
原
字
川
底
一
四
五
〇
番
四
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
菅
原
字
川
底
一
四
五
一
番
四
ま
で

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
戸
ノ
下
三
八
一
二
番
六
か
ら

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
ハ
ン
タ
八
一
八
番
四
ま
で

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
下
ノ
釣
三
八
六
番
四
地
内

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
岩
ノ
下
四
二
三
〇
番
一
か
ら

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
岩
ノ
下
四
二
三
二
番
八
ま
で

一
般
国
道
二
一
二
号

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
下
釣
六
五
七
〇
番
五
か
ら

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
下
釣
六
五
七
九
番
三
ま
で

日
田
市
大
山
町
東
大
山
字
江
良
釣
二
六
七
番
一
地
内

中
津
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
か
ら

中
津
市
本
耶
馬
渓
跡
田
字
口
ノ
坪
二
五
〇
番
ま
で

県
道
天
瀬
阿
蘇
線

日
田
市
中
津
江
村
栃
野
字
下
モ
ウ
ケ
五
六
一
三
番
六
地
内

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
七
年
三
月
十
四
日

二



種

別

名

称

員

数

時

代

所
在
の
場
所

所
有
者

建
造
物

長
幸
無
縫
塔

二
基

天
正
三
年

天
正
六
年

津
久
見
市
大
字
津
久
見

字
長
幸
四
七
三
九
番
一

中
鶴
豊
治

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

所

在

地

実
施
者

実
施
の
場
所
及
び
期
日

重
岡
岩
戸
神
楽

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

重
岡
岩
戸
神

楽
保
存
会

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

鴟
野
尾
神
社

ほ
か

毎
年
七
月
〜
五
月

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

区

分

名

称

特
記
事
項

所

在

地

所
有
者

天
然
記
念
物

武
速
神
社
イ
ロ
ハ
モ

ミ
ジ

武
速
神
社
の
あ
る
碁
盤

ヶ
岳
南
側
中
腹
に
位
置

す
る
後
背
尾
根
筋
の
急

斜
面
に
あ
る
イ
ロ
ハ
モ

ミ
ジ
の
巨
木

津
久
見
市
大
字
八
戸
字
大
村

二
ノ
二
〇
三
三
番

武
速
神
社

新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
を
開
始
す
る
期
日

令
和
七
年
四
月
一
日〇

教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
天
然
記
念
物
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大

分

県

教

育

委

員

会

〇
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五

号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
却
下
決
定
書
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
者
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

一

審
査
請
求
人
の
氏
名

赤
嶺

智
美
子
、
秋
月

記
江
、
秋
月

三
千
男
、
秋
本

キ
ヨ
コ
、
秋
山

伸
子
、
麻
生

章
史
、

麻
生

泰
之
助
、
足
立

信
義
、
足
立

英
生
、
阿
南

良
夫
、
安
陪

惠
美
子
、
安
部

髙
明
、

安
部

寶
、
阿
部

比
夛
生
、
安
部

福
代
、
安
部

玲
子
、
有
田

芳
幸
、
有
松

克
忠
、

粟
生

照
夫
、
安
藤

英
次
、
安
東

修
、
安
藤

壽
美
子
、
井
形

道
子
、
池
邉

章
一
、

石
倉

俊
夫
、
石
光

順
照
、
一
法
師

武
夫
、
伊
東

榮
、
伊
東

澄
子
、
伊
藤

辰
作
、

伊
藤

冨
美
子
、
伊
藤

二
三
枝
、
井
上

哲
生
、
猪
股

哲
夫
、
井
原

博
司
、
今
村

伊
佐
子
、

岩
尾

秀
樹
、
岩
田

知
一
、
植
木

康
江
、
右
藤

典
哉
、
梅
井

時
雄
、
漆
間

大
治
、

江
藤

コ
ト
ヨ
、
大
江

洋
、
大
澤

稔
、
太
田

義
弘
、
大
塚

昭
憲
、
大
塚

十
三
子
、

大
柳

シ
ズ
、
緒
方

俊
明
、
岡
本

房
芳
、
小
城

敏
也
、
小
野

ア
イ
子
、
小
野

一
之
、

小
野

惠
子
、
小
野

一
、
小
野

善
則
、
貝
野

勝
俊
、
角

安
彦
、
笠
木

寛
十
郎
、

令
和
七
年
三
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
・
人
事
委
告
示
）

三



鹿
島

美
惠
子
、
片
野

吉
明
、
金
崎

章
二
、
狩
生

裕
、
川
﨑

文
夫
、
河
野

昭
彦
、

河
野

圭
一
、
河
野

照
和
、
河
野

博
匡
、
川
端

基
茂
、
河
村

大
雄
、
木
﨑

英
子
、

岐
津

愛
子
、
木
村

元
、
木
村

方
昭
、
釘
宮

迢
雅
、
工
藤

貞
義
、
工
藤

眞
一
、

工
藤

久
、
窪
田

雄
一
郎
、
隈
井

一
成
、
河
野

俊
章
、
廣
連

廣
治
、
小
枝

英
子
、

児
玉

ト
ミ
ヱ
、
兒
玉

博
和
、
後
藤

博
之
、
後
藤

萬
、
小
場

典
子
、
古
屋

虔
郎
、

坂
本

喜
久
雄
、
坂
本

光
兒
、
坂
本

義
人
、
作
吉

三
十
三
、
櫻
井

ア
サ
子
、

佐
々
木

サ
チ
コ
、
佐
々
木

元
一
、
佐
竹

輝
信
、
佐
藤

一
紀
、
佐
藤

ス
テ
子
、

佐
藤

隆
良
、
佐
藤

武
範
、
佐
藤

傳
次
、
佐
藤

博
、
佐
藤

房
子
、
佐
藤

文
雄
、

佐
藤

文
代
、
佐
藤

正
信
、
佐
藤

基
士
、
佐
藤

行
生
、
佐
藤

吉
彦
、
佐
藤

令
子
、

三
宮

孝
之
、
三
宮

八
郎
、
三
宮

博
文
、
重
石

忠
信
、
師
子
鹿

義
浩
、
芝
﨑

好
治
、

柴
田

良
平
、
清
水

尚
、
清
水

正
松
、
首
藤

和
則
、
首
藤

恭
見
、
正

隆
憲
、

生
野

サ
ヱ
子
、
城
内

博
、
末
光

大
助
、
末
宗

久
治
、
杉
﨑

英
一
郎
、
助
安

法
雄
、

園
田

俊
一
、
園
田

英
人
、
園
部

秀
靖
、
多
賀

𠮷
子
、
高
尾

尚
一
、
髙
尾

ハ
ツ
子
、

髙
木

邦
彦
、
高
倉

新
一
、
髙
田

信
一
、
髙
橋

淑
子
、
髙
畠

信
彦
、
高
濱

祐
司
、

瀧
本

文
子
、
武
本

邦
彦
、
田
﨑

國
男
、
立
川

純
一
、
田
吹

貞
子
、
辻

貞
文
、

津
嶋

榮
、
津
田

喜
美
代
、
筒
井

三
四
士
、
堤

安
子
、
津
野

義
和
、
鶴
岡

陽
一
、

得
丸

敬
介
、
德
丸

ト
ミ
子
、
德
丸

美
代
子
、
利
光

敏
郎
、
十
時

恵
美
子
、
冨
耒

澄
人
、

富
來

則
夫
、
友
永

三
男
、
鳥
越

富
子
、
内
藤

弘
子
、
中
尾

芳
子
、
仲
築
間

英
人
、

名
和
田

洋
子
、
西

曻
、
野
坂

紀
代
子
、
野
田

秋
生
、
野
田

哲
郎
、
橋
本

奈
美
子
、

羽
田
野

鈴
惠
、
羽
田
野

秀
之
、
羽
田
野

美
津
代
、
原
田

マ
サ
子
、
原
田

保
德
、

原
田

芳
穗
、
姫
野

キ
ヨ
子
、
姫
野

健
二
、
姫
野

治
子
、
姫
野

浩
、
姫
野

文
雄
、

姫
野

嘉
明
、
平
岡

環
、
平
林

嘉
代
子
、
平
山

英
司
、
廣
﨑

弘
一
、
廣
瀨

和
夫
、

藤
井

敬
久
、
藤
内

豪
太
郎
、
藤
澤

弘
明
、
藤
澤

睦
代
、
藤
澤

洋
三
、
藤
田

正
明
、

渕
野

泰
弘
、
古
庄

敏
子
、
古
田

康
夫
、
降
簱

久
仁
彦
、
戸
次

博
、
堀

弘
、

袰
岩

秀
勝
、
本
田

左
代
、
牧

啓
造
、
町
田

瑞
生
、
松
尾

清
、
松
尾

光
瑞
、
松
田

宏
、

松
田

利
津
子
、
三
浦

進
一
、
三
浦

俊
宏
、
三
浦

真
澄
、
三
重
野

辰
男
、
溝
口

禎
子
、

溝
口

純
行
、
三
原

絢
子
、
三
原

キ
ヨ
、
宮
迫

昌
洋
、
宮
本

博
之
、
森

繁
子
、

森

敏
雄
、
森
﨑

隆
光
、
森
田

達
雄
、
森
永

秀
子
、
八
坂

泰
富
、
矢
野

孝
子
、

矢
野

那
智
子
、
山
岡

立
人
、
山
田

治
雄
、
山
本

春
子
、
幸

ス
ギ
ヱ
、
幸

紀
人
、

若
林

佐
郎
、
若
林

達
也
、
脇
田

恭
光
、
渡
邊

到
、
渡
邉

久
子
、
渡
邉

勝
、

渡
邉

道
子
、
渡
部

ミ
ヱ
コ

二

送
付
す
る
文
書

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
付
け
却
下
決
定
書
の
正
本

（
送
付
す
る
文
書
は
、
省
略
し
、
大
分
県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
保
管
す
る
。
）

三

規
則
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
送
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日

令
和
七
年
三
月
二
十
九
日

四

公
示
の
理
由
等

１

一
の
審
査
請
求
人
（
以
下
「
請
求
人
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
で
は

請
求
人
の
死
亡
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
請
求
人
の
相
続
人
等
か
ら
当
委
員
会
に
対
し
、
請
求
人
の
死
亡

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
手
続
承
継
の

申
立
て
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

２

よ
っ
て
、
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
付
け
で
審
査

を
打
ち
切
り
、
審
査
請
求
を
却
下
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

３

１
に
掲
げ
る
事
情
に
よ
り
、
当
該
却
下
決
定
書
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
、
公
示
の
方
法
に
よ
る
送
付
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

４

な
お
、
当
該
却
下
決
定
書
は
、
当
委
員
会
が
保
管
し
て
お
り
、
い
つ
で
も
そ
の
送
付
を
受
け
る
べ
き

者
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
報
（
人
事
委
告
示
）

令
和
七
年
三
月
十
四
日

四


